
＊＊＊お問い合わせ先＊＊＊
基本方針の内容全般 有機ＪＡＳ制度

農林水産省 生産局農産振興課 消費・安全局表示・規格課
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関１－２－１

ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１（代）

東北農政局 生産経営流通部農産課 消費・安全部表示・規格課
〒980-0014 仙台市青葉区本町３－３－１仙台合同庁舎
ＴＥＬ：０２２－２６３－１１１１（代）

関東農政局 生産経営流通部農産課 消費・安全部表示・規格課
〒330-9722 さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎２号館
ＴＥＬ：０４８－６００－０６００（代）

北陸農政局 生産経営流通部農産課 消費・安全部表示・規格課
〒920-8566 金沢市広坂２－２－６０金沢広坂合同庁舎

ＴＥＬ：０７６－２６３－２１６１（代）

東海農政局 生産経営流通部農産課 消費・安全部表示・規格課
〒460-8516 名古屋市中区三の丸１－２－２
ＴＥＬ：０５２－２０１－７２７１（代）

近畿農政局 生産経営流通部農産課 消費・安全部表示・規格課
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
ＴＥＬ：０７５－４５１－９１６１（代）

中国四国農政局 生産経営流通部農産課 消費・安全部表示・規格課
〒700-8532 岡山市下石井１－４－１岡山第２合同庁舎
ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（代）

九州農政局 生産経営流通部農産課 消費・安全部表示・規格課
〒860-8527 熊本市二の丸１－２熊本合同庁舎
ＴＥＬ：０９６－３５３－３５６１（代）

沖縄総合事務局 農林水産部農畜産振興課 農林水産部消費安全課
〒900-8530 那覇市前島２－２１－７

ＴＥＬ：０９８－８６６－００３１（代）

推進体制

主な構成員
農業団体消費者

有機農業を推進しましょう！

～ 有機農業の推進に関する基本的な方針が策定されました ～

３

農林水産省

全国、地方の段階でそれぞれ有機農業者や民間団体等が参画する推進体制（協議会）を整備し、
農業者その他の関係者及び消費者の理解と協力を得ながら有機農業の推進に取り組みます。

＜有機農産物の写真を掲載＞

○本パンフレットの表紙に掲載している写真は、有機農業者・有機農業団体の方から提供いただいたものです。

全国協議会

地方ブロック協議会

地域協議会（都道府県、市町村段階）

行政

流通・販売
業者

民間団体

実需者

有機農業者



有機農業の推進に関する基本的な方針とは？

目 標

主要施策

Ａ．平成１８年１２月８日、「有機農業の推進に関する法律」が国会で制定され、同年
１２月１５日に施行されました。
本法律に基づき、国及び地方公共団体が連携して有機農業を推進するため、「有機農業
の推進に関する基本的な方針」(基本方針）を、平成１９年４月２７日に策定しました。

今回策定した基本方針は、平成１９年度からおおむね５年間を対象として、農業者等が有機農業
に積極的に取り組めるようになるための条件整備を進めることに重点を置いています。

Ａ．有機農業とは、①化学肥料や農薬を使用しない、②遺伝子組換え技術を利用しない、
ことを基本として、環境への負荷をできる限り低減する農業生産の方法です。

Ａ．有機農業は、環境負荷の低減、自然循環機能の増進、生物多様性の保全に資する取組
です。一方、現状では技術が十分に確立されていないなどの課題を抱え、消費者ニーズ
はあるものの、有機農業の取組は未だに少ないことから、有機農業のさらなる推進、普
及に向けた取組が必要とされています。

Ａ．有機ＪＡＳは、ＪＡＳ法に基づき、有機農産物の表示のルール・検査認証制度を
定めたものであり、その内容は有機食品の国際規格に準じたものとなっています。
有機農業の推進に関する法律は、環境への負荷をできる限り低減する農業生産の
方法の推進を目的としており、その取組は、ＪＡＳ法に基づく「有機農産物」の表

示が可能な取組に限定することなく、対象を広くとらえています。
（有機ＪＡＳ等の表示制度の詳細は、農林水産省ホームページに掲載しております。）

１ ２

○インターネットの活用やシンポジウムの開催、優良な有機農業者の顕彰

○食育、地産地消、農業体験学習、都市農村交流等の活動を通じた有機農業者と消費

者との交流

○民間団体等に対する情報提供、指導・助言、優良な取組の顕彰

○地方公共団体に対する情報提供、指導助言、職員を対象とした研修

○有機農業による農産物の生産、流通、販売及び消費の動向や取組事例などの調査

消費者の理解
と関心の増進、
有機農業者と
消費者の相互
理解の増進
等

①研究開発の促進

○有機農業に資する技術の探索、実証試験、研究開発

②研究開発の成果の普及の促進

○研究開発成果の情報提供、都道府県の普及指導センターを中心とした普及指導

○普及指導員等に対する研修内容の充実

技術開発等の
促進

①有機農業の取組に対する支援

○たい肥の生産・流通施設などの共同利用機械・施設の整備に対する支援

○エコファーマーの認定、農業改良資金の貸付けによる支援

○農地・水・環境保全向上対策による支援

○有機農業を核とした地域振興計画を策定した地域に対する支援

○地域における有機農業の技術の実証及び習得に対する支援

②新たに有機農業を行おうとする者の支援

○就農相談、研修教育の充実、就農支援資金の貸付けによる支援

○新規就農希望者に対する指導、助言を行う者を対象とした研修

③有機農業により生産される農産物の流通・販売面での支援

○有機農産物等の表示ルール・検査認証制度、ネットカタログの活用の推進

○直売施設等の整備に対する支援、流通・販売業者、実需者との意見交換、

卸売市場流通における第三者販売、直荷引きの推進

有機農業者等
の支援

概 要施策の区分

有機農業を推進するため、地方公共団体と連携しつつ、以下の施策に取り組みます。

有機農業の推進に関する基本的な方針の概要

資料）農林水産省 消費・安全政策課
「平成１ ６ 年度食料品消費モニター
第１回定期調査結果」

○ 有機農業の技術体系の確立

○ 有機農業の普及指導体制の整備（全都道府県）

○ 有機農業に対する消費者の理解の増進
（有機農業の取組内容を知る消費者の割合が５０％以上）

○ 有機農業の推進計画の策定と推進体制の整備
（推進計画は全都道府県、推進体制は全都道府県と５０％以上の市町村）

Ｑ．いつ、できたの？ 目的は？

Ｑ．そもそも有機農業って、何なの？

Ｑ．いま、なぜ有機農業なの？

Ｑ．有機ＪＡＳとの関係は？

有 機

多様な生物

（病害虫の抑制）
資源の循環

健全な水環境 豊かな生物

健全な土

○有機農業による環境と調和の取れた農業生産

42%

24%

15%
1%5%

13%

 （今後も）購入したい

 特徴が理解できれば購入したい

 価格が低くなれば購入したい

 表示が信頼できるようになれば購入したい

 購入したくない

 その他・無回答

○有機農業の取組に対する消費者のニーズ
（有機農産物の購入の動向）


